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　福岡県告示第838号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第839号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年10月20日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第840号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年10月20日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第841号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成27年10月20日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番地322

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第842号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第843号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第844号

　福岡県領収証紙条例（昭和39年福岡県条例第48号）第３条第１項の規定に基づき、

次のように福岡県領収証紙の売りさばき人を指定したので、同条第２項の規定により告

示する。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　福岡県人事評価システム機器の賃貸借等　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部人事課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年９月30日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社ケー・デー・シー福岡支店

　⑵　住所

　　　福岡市中央区天神三丁目11番20号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　64,778,400円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年８月14日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　河川法（昭和39年法律第167号）第16条の２第１項の規定に基づき、「遠賀川上流圏

域河川整備計画」を変更したので、同条第７項において準用する同条第６項の規定によ

り公表する。

　その関係図書については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に

掲載するほか、福岡県県土整備部河川課及び福岡県飯塚県土整備事務所に備え置く。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113

条の２第３項の規定により次のとおり公告する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　港湾法（昭和25年法律第218号）第３条の３第９項の規定に基づき、三池港港湾計画

の変更の概要を次のとおり公示する。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三池港港湾管理者　福岡県

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　港湾計画の変更の概要

　三池港港湾計画（平成12年２月福岡県告示第190号によりその概要を公示し、平成

26年11月福岡県公報第3648号等により港湾計画の変更の概要を公告した。）について

、変更した事項は、次のとおりである。

　⑴　係留施設計画（変更）

　⑵　土地利用計画（変更）

２　港湾計画の縦覧の場所

　⑴　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県県土整備部港湾課

　⑵　大牟田市小浜町24番地１　福岡県南筑後県土整備事務所

　⑶　大牟田市新港町１番地　福岡県南筑後県土整備事務所三池港管理出張所
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　山田堰土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年10月20日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

県土整備
事務所名

八　女

道路の
種　類

県道

路　線　名

田主丸 
線

黒　木

変　更
前後別

前
8.5
～
10.0

9.5
～
11.4

16.5

16.5後

区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

八女市黒木町本分2530番
11先から
八女市黒木町本分2505番
１先まで

八女市黒木町本分2530番
11先から
八女市黒木町本分2505番
１先まで

県土整備
事務所名

八　女

路　線　名

田主丸 
線

黒　木

供 用 開 始 の 区 間

八女市黒木町本分2530番11先から
八女市黒木町本分2505番１先まで
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　福岡県告示第838号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第839号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年10月20日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第840号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年10月20日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第841号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成27年10月20日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番地322

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第842号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第843号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第844号

　福岡県領収証紙条例（昭和39年福岡県条例第48号）第３条第１項の規定に基づき、

次のように福岡県領収証紙の売りさばき人を指定したので、同条第２項の規定により告

示する。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　福岡県人事評価システム機器の賃貸借等　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部人事課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年９月30日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社ケー・デー・シー福岡支店

　⑵　住所

　　　福岡市中央区天神三丁目11番20号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　64,778,400円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年８月14日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　河川法（昭和39年法律第167号）第16条の２第１項の規定に基づき、「遠賀川上流圏

域河川整備計画」を変更したので、同条第７項において準用する同条第６項の規定によ

り公表する。

　その関係図書については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に

掲載するほか、福岡県県土整備部河川課及び福岡県飯塚県土整備事務所に備え置く。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113

条の２第３項の規定により次のとおり公告する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　港湾法（昭和25年法律第218号）第３条の３第９項の規定に基づき、三池港港湾計画

の変更の概要を次のとおり公示する。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三池港港湾管理者　福岡県

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　港湾計画の変更の概要

　三池港港湾計画（平成12年２月福岡県告示第190号によりその概要を公示し、平成

26年11月福岡県公報第3648号等により港湾計画の変更の概要を公告した。）について

、変更した事項は、次のとおりである。

　⑴　係留施設計画（変更）

　⑵　土地利用計画（変更）

２　港湾計画の縦覧の場所

　⑴　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県県土整備部港湾課

　⑵　大牟田市小浜町24番地１　福岡県南筑後県土整備事務所

　⑶　大牟田市新港町１番地　福岡県南筑後県土整備事務所三池港管理出張所
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　山田堰土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年10月20日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

県土整備
事務所名

道路の
種　類 路　線　名 変　更

前後別 区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

久留米 県道
久留米 

線
浮　羽

前
6.0
～
14.6

7.6
～
14.6

174.5

174.5後

久留米市北野町中3106番
先から
久留米市北野町千代島10
68番２先まで

久留米市北野町中3106番
先から
久留米市北野町千代島10
68番２先まで

県土整備
事務所名

久留米

道路の
種　類

県道

路　線　名

藤　山
国　分 線
一丁田

変　更
前後別

前
7.6
～
14.0

11.0
～
16.0

239.6

239.6後

区　　　間 幅　　員
（メートル）

延　　長
（メートル）

久留米市藤山町357番２
先から
久留米市藤山町322番１
先まで

久留米市藤山町357番２
先から
久留米市藤山町322番１
先まで

県土整備
事務所名

八　女

路　線　名

八　女 
線

香　春

供 用 開 始 の 区 間

八女市長野266番１先から
八女市長野247番１先まで
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　　　　告　　　示（第838号－第844号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………１

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………１

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………１

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定 （会計管理局会計課）……………２

　　　　公　　　告

○落札者等の公示 （人　事　課）……………３

○遠賀川上流圏域に係る河川整備計画の変更 （河　川　課）……………３

○県営土地改良事業の工事の完了 （農村森林整備課）……………３

○港湾計画の変更の概要 （港　湾　課）……………３

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………４

　福岡県告示第838号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第839号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年10月20日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第840号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年10月20日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第841号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成27年10月20日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番地322

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第842号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第843号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第844号

　福岡県領収証紙条例（昭和39年福岡県条例第48号）第３条第１項の規定に基づき、

次のように福岡県領収証紙の売りさばき人を指定したので、同条第２項の規定により告

示する。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　福岡県人事評価システム機器の賃貸借等　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部人事課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年９月30日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社ケー・デー・シー福岡支店

　⑵　住所

　　　福岡市中央区天神三丁目11番20号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　64,778,400円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年８月14日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　河川法（昭和39年法律第167号）第16条の２第１項の規定に基づき、「遠賀川上流圏

域河川整備計画」を変更したので、同条第７項において準用する同条第６項の規定によ

り公表する。

　その関係図書については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に

掲載するほか、福岡県県土整備部河川課及び福岡県飯塚県土整備事務所に備え置く。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113

条の２第３項の規定により次のとおり公告する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　港湾法（昭和25年法律第218号）第３条の３第９項の規定に基づき、三池港港湾計画

の変更の概要を次のとおり公示する。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三池港港湾管理者　福岡県

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　港湾計画の変更の概要

　三池港港湾計画（平成12年２月福岡県告示第190号によりその概要を公示し、平成

26年11月福岡県公報第3648号等により港湾計画の変更の概要を公告した。）について

、変更した事項は、次のとおりである。

　⑴　係留施設計画（変更）

　⑵　土地利用計画（変更）

２　港湾計画の縦覧の場所

　⑴　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県県土整備部港湾課

　⑵　大牟田市小浜町24番地１　福岡県南筑後県土整備事務所

　⑶　大牟田市新港町１番地　福岡県南筑後県土整備事務所三池港管理出張所
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　山田堰土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年10月20日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

売りさばき人
証　番　号

売りさばき人の
住所及び氏名

取　消
年月日売りさばき所

福岡市博多区東光二丁目20番
28号
嘉穂産業株式会社

527

飯塚市川津95　飯塚自動車学校内

田川郡糸田町1870－53　田川自動
車学校内

平成27年
10月８日

公　　　告

県営土地改良事業の名称 工事を完了した時期

農業用ため池整備事業（狩野地区）

農業用ため池整備事業（巡出地区）

農業用ため池整備事業（上松尾地区）

農業用ため池整備事業（猪国(2)地区）

平成26年11月26日

平成27年３月23日

平成26年３月26日

平成27年３月20日

農業用ため池整備事業（熊坂地区） 平成26年10月10日

農業用用排水施設整備事業（千間溝地区） 平成27年３月４日
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　　　　告　　　示（第838号－第844号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………１

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………１

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………１

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定 （会計管理局会計課）……………２

　　　　公　　　告

○落札者等の公示 （人　事　課）……………３

○遠賀川上流圏域に係る河川整備計画の変更 （河　川　課）……………３

○県営土地改良事業の工事の完了 （農村森林整備課）……………３

○港湾計画の変更の概要 （港　湾　課）……………３

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………４

　福岡県告示第838号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第839号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年10月20日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第840号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年10月20日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第841号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成27年10月20日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番地322

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第842号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第843号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第844号

　福岡県領収証紙条例（昭和39年福岡県条例第48号）第３条第１項の規定に基づき、

次のように福岡県領収証紙の売りさばき人を指定したので、同条第２項の規定により告

示する。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　福岡県人事評価システム機器の賃貸借等　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部人事課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年９月30日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社ケー・デー・シー福岡支店

　⑵　住所

　　　福岡市中央区天神三丁目11番20号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　64,778,400円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年８月14日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　河川法（昭和39年法律第167号）第16条の２第１項の規定に基づき、「遠賀川上流圏

域河川整備計画」を変更したので、同条第７項において準用する同条第６項の規定によ

り公表する。

　その関係図書については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に

掲載するほか、福岡県県土整備部河川課及び福岡県飯塚県土整備事務所に備え置く。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113

条の２第３項の規定により次のとおり公告する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　港湾法（昭和25年法律第218号）第３条の３第９項の規定に基づき、三池港港湾計画

の変更の概要を次のとおり公示する。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三池港港湾管理者　福岡県

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　港湾計画の変更の概要

　三池港港湾計画（平成12年２月福岡県告示第190号によりその概要を公示し、平成

26年11月福岡県公報第3648号等により港湾計画の変更の概要を公告した。）について

、変更した事項は、次のとおりである。

　⑴　係留施設計画（変更）

　⑵　土地利用計画（変更）

２　港湾計画の縦覧の場所

　⑴　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県県土整備部港湾課

　⑵　大牟田市小浜町24番地１　福岡県南筑後県土整備事務所

　⑶　大牟田市新港町１番地　福岡県南筑後県土整備事務所三池港管理出張所
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　山田堰土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年10月20日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事
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３
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氏　　　名 住　　　　　　　所

日野　遒 朝倉市山田1071番地２

氏　　　名 住　　　　　　　所

熊谷　雄彦

重松　利光

田中　利光

朝倉市古毛1632番地

朝倉市長渕905番地

朝倉市大庭3133番地２

氏　　　名 住　　　　　　　所

德永　哲也

鶴川　清美

井上　賢一

植田　貞宣

江藤　忠征

田邊　勇

田中　徹

大内田　円三

後藤　正明

朝倉市大庭4180番地１

朝倉市大庭3518番地１

朝倉市入地1706番地１

朝倉市長渕1029番地

朝倉市多々連223番地

朝倉市田中395番地２

朝倉市古毛1373番地

朝倉市菱野934番地

朝倉市山田217番地１

長野　幸一

西岡　隆士

井上　良夫

古賀　良博

德永　龍雄

師岡　良幸

和智　宏光

丸林　賢次

植田　衛次

藤田　奇壯

高橋　正和

平田　光一

久保山　晴正

朝倉市片延96番地

朝倉市福光511番地１

朝倉市中島田623番地１

朝倉市石成544番地４

朝倉市大庭4914番地１

朝倉市大庭4074番地５

朝倉市大庭4148番地１

朝倉市入地1902番地

朝倉市長渕598番地

朝倉市多々連529番地１

朝倉市田中247番地１

朝倉市古毛2470番地１

朝倉市菱野1112番地１
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　　　　告　　　示（第838号－第844号）

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………１

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………１

○道路の供用の開始 （道路維持課）……………１

○土壌汚染対策法に基づく形質変更時要届出区域の指定 （環境保全課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○道路の区域の変更 （道路維持課）……………２

○福岡県領収証紙売りさばき人の指定 （会計管理局会計課）……………２

　　　　公　　　告

○落札者等の公示 （人　事　課）……………３

○遠賀川上流圏域に係る河川整備計画の変更 （河　川　課）……………３

○県営土地改良事業の工事の完了 （農村森林整備課）……………３

○港湾計画の変更の概要 （港　湾　課）……………３

○土地改良区の役員の就任及び退任 （農村森林整備課）……………４

　福岡県告示第838号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第839号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年10月20日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第840号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第２項の規定に基づき、次の道路の供用を平

成27年10月20日から開始する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第841号

　土壌汚染対策法（平成14年法律第53号）第11条第１項の規定により、特定有害物質に

よって汚染されており、当該土地の形質の変更をしようとするときの届出をしなければ

ならない区域（以下「形質変更時要届出区域」という。）を次のとおり指定する。

　　平成27年10月20日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　指定する形質変更時要届出区域

　　大牟田市新港町１番地322

２　土壌汚染対策法施行規則（平成14年環境省令第29号。以下「規則」という。）第31

条第１項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

　　カドミウム及びその化合物

３　規則第31条第２項の基準に適合していない特定有害物質の種類

　　鉛及びその化合物

４　規則第58条第４項第９号から第11号までの該当性

　　規則第58条第４項第11号（埋立地管理区域）に該当
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第842号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第843号

　道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次のように道路の区

域を変更する。

　その関係図面は、この告示の日から２週間、関係県土整備事務所において一般の縦覧

に供する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　福岡県告示第844号

　福岡県領収証紙条例（昭和39年福岡県条例第48号）第３条第１項の規定に基づき、

次のように福岡県領収証紙の売りさばき人を指定したので、同条第２項の規定により告

示する。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

　公告

　落札者等について、次のとおり公示します。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　落札に係る特定役務の名称及び数量

　　福岡県人事評価システム機器の賃貸借等　一式

２　契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

　⑴　部局の名称

　　　福岡県総務部人事課

　⑵　所在地

　　　福岡市博多区東公園７番７号

３　落札者を決定した日

　　平成27年９月30日

４　落札者の氏名及び住所

　⑴　氏名

　　　株式会社ケー・デー・シー福岡支店

　⑵　住所

　　　福岡市中央区天神三丁目11番20号

５　落札金額（消費税及び地方消費税の額を含む。）

　　64,778,400円

６　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札

７　入札公告日

　　平成27年８月14日
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　河川法（昭和39年法律第167号）第16条の２第１項の規定に基づき、「遠賀川上流圏

域河川整備計画」を変更したので、同条第７項において準用する同条第６項の規定によ

り公表する。

　その関係図書については、福岡県ホームページ（http://www.pref.fukuoka.lg.jp/）に

掲載するほか、福岡県県土整備部河川課及び福岡県飯塚県土整備事務所に備え置く。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　県営土地改良事業の工事が完了したので、土地改良法（昭和24年法律第195号）第113

条の２第３項の規定により次のとおり公告する。

　　平成27年10月20日

福岡県知事　　小　川　　洋　　

▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　港湾法（昭和25年法律第218号）第３条の３第９項の規定に基づき、三池港港湾計画

の変更の概要を次のとおり公示する。

　　平成27年10月20日

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　三池港港湾管理者　福岡県

　　　　　　　　　　　　　　　　代表者　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　港湾計画の変更の概要

　三池港港湾計画（平成12年２月福岡県告示第190号によりその概要を公示し、平成

26年11月福岡県公報第3648号等により港湾計画の変更の概要を公告した。）について

、変更した事項は、次のとおりである。

　⑴　係留施設計画（変更）

　⑵　土地利用計画（変更）

２　港湾計画の縦覧の場所

　⑴　福岡市博多区東公園７番７号　福岡県県土整備部港湾課

　⑵　大牟田市小浜町24番地１　福岡県南筑後県土整備事務所

　⑶　大牟田市新港町１番地　福岡県南筑後県土整備事務所三池港管理出張所
▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂▂

　公告

　山田堰土地改良区から役員の就任及び退任の届出があったので、土地改良法（昭和24

年法律第195号）第18条第17項の規定により次のように公告する。

　　平成27年10月20日

　　福岡県知事　　小　川　　洋　　

１　退任理事

２　退任監事

３　就任理事

４　就任監事

空閑　繁則

椿　安幸

井上　良夫

大熊　勁

師岡　明生

朝倉市中161番地２

朝倉市福光495番地

朝倉市中島田623番地１

朝倉市石成1023番地

朝倉市大庭3933番地５

氏　　　名 住　　　　　　　所

田中　博康

末益　俊次

德永　博

朝倉市古毛2676番地

朝倉市長渕769番地１

朝倉市大庭4552番地１


